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は
じ
め
に

近
世
社
会
に
お
い
て
は
、
百
姓
や
町
人
な
ど
の
民
衆
に
至
る
ま
で
が
家
ご
と
に

印
を
所
持
し
、
家
の
当
主
が
文
書
へ
押
印
す
る
こ
と
が
基
本
と
な
っ
た
。
彼
ら
が

使
用
し
た
印
の
模
様
や
文
字
は
、
近
世
中
期
以
降
、
次
第
に
精
緻
な
も
の
と
な
り
、

専
門
の
職
人
＝
印
判
師
が
彫
っ
た
も
の
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
は
江
戸

の
印
判
師
を
事
例
と
し
て
、
関
東
の
村
々
の
百
姓
に
よ
る
印
の
購
入
に
つ
い
て
考

察
し
、
常
陸
国
で
は
、
筑
波
郡
上
菅
間
村
︵
現
つ
く
ば
市
︶
の
名
主
や
茨
城
郡
湊

村
︵
現
ひ
た
ち
な
か
市
︶
の
豪
商
が
江
戸
両
国
吉
川
町
の
吉
村
金
兵
衛
か
ら
、
ま

た
茨
城
郡
野
口
村
︵
現
常
陸
大
宮
市
︶
の
豪
商
が
江
戸
日
本
橋
四
日
市
広
小
路
の

海
老
原
喜
兵
衛
か
ら
、
す
な
わ
ち
江
戸
の
印
判
師
に
印
の
製
作
を
注
文
、
購
入
し

て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

1
。
上
菅
間
村
の
名
主
の
場
合
、
領
主
で
あ
る
旗

本
か
ら
呼
び
出
さ
れ
る
な
ど
で
江
戸
へ
出
向
い
た
時
に
印
を
注
文
、
購
入
し
て
お

り
、
ま
た
、
村
人
た
ち
の
印
を
本
人
に
代
わ
っ
て
手
配
し
て
い
る
様
子
も
み
ら
れ

た
。
豪
商
の
場
合
は
江
戸
に
支
店
を
持
つ
な
ど
、
江
戸
と
直
接
的
な
つ
な
が
り
を

持
つ
こ
と
も
多
く
、
江
戸
の
印
判
師
か
ら
の
購
入
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
比
較
的

容
易
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

江
戸
の
印
判
師
に
つ
い
て
は
、
本
学
図
書
館
所
蔵
文
書
中
に
も
同
様
の
史
料
が

存
在
す
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
近
世
の
下
総
国
お
よ
び
常
陸
国
の
人
々
が
使
用

す
る
印
を
製
作
し
た
印
判
師
の
史
料
を
紹
介
し
、
彼
ら
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
検

討
す
る
。

一　

印
判
師
森
田
與
七

茨
城
大
学
図
書
館
所
蔵
の
稲
葉
家
文
書

2
の
中
に
は
、
江
戸
馬
喰
町
二
丁
目
の

印
判
師
森
田
與
七
が
差
し
出
し
た
、
年
未
詳
申
七
月
一
四
日
付
の
﹁
覚
﹂
が
あ
る

︵
史
料
１
、
写
真
１
︶。

︹
史
料
１
︺

　
　
　
　

覚

　

一　

拾
三
匁　
　

唐
水
牛　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

丸
仕
切
判　
　
　

壱
ツ

　

一　

拾
三
匁　
　

同　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
判
な
り
仕
切　

壱
ツ

　

一　

拾
匁　
　
　

唐
水
牛　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
箱
判　
　
　
　

三
ツ

　

一　

三
匁
弐
分　

ツ
ケ　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
廻
判
長
箱　
　

弐
ツ

江
戸
の
印
判
師
と
印
の
流
通
　
―
下
総
国
・
常
陸
国
の
村
々
の
事
例
か
ら
―�

千
　
葉
　
真
由
美

江
戸
の
印
判
師
と
印
の
流
通
　
　
　
千
葉

一

1

茨
城
大
学
教
育
学
部
紀
要
︵
人
文
・
社
会
科
学
、
芸
術
︶
六
十
九
号　
︵
二
〇
二
〇
︶　

一
︱
一
〇



　

一　

弐
百
文　
　
　

桜
名
判　
　
　
　

壱
ツ

　

〆
三
拾
九
匁
五
分

　
　
　
　
　
　

弐
百
文

　
　
　

右
之
通
り
慥
ニ
受
取
候　
　
﹁
印
﹂

　
　
　

申
七
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　

森
田
與
七

　
　
　
　
　

下
総
屋
内

　
　
　
　
　
　
　

御
客
様

3

差
出
箇
所
に
﹁
森
田
與
七
﹂
と
書
か
れ
、﹁
江
戸
﹂﹁
御
印
判
師
﹂﹁
馬
喰
町
二

丁
目　

森
田
與
七
﹂
と
あ
る
長
方
形
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
︵
写
真
2
︶。
八
つ

の
印
の
代
価
、
合
計
三
九
匁
五
分
二
〇
〇
文
の
受
取
書
で
あ
る
。

受
取
書
の
宛
先
は
﹁
下
総
屋
内
御
客
様
﹂
と
あ
る
。
下
総
屋
は
江
戸
馬
喰
町
の

公
事
宿
と
考
え
ら
れ
る

4
。
公
事
宿
は
﹁
郷
宿
﹂﹁
百
姓
宿
﹂
と
も
呼
ば
れ
、
百
姓

が
江
戸
で
訴
訟
を
行
う
場
合
の
宿
泊
所
で
あ
る
が
、
宿
泊
所
と
し
て
だ
け
で
は
な

く
、
訴
訟
で
提
出
す
る
願
書
の
代
書
、
領
主
か
ら
村
々
へ
の
廻
状
の
伝
達
、
さ
ら

に
は
年
貢
金
上
納
の
督
促
な
ど
を
請
け
負
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
公
事
宿
に
は
﹁
得

意
先
﹂
と
も
い
え
る
村
が
あ
る
な
ど
、
村
と
領
主
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
す
存
在

で
あ
っ
た
。

そ
し
て
宛
先
内
の
﹁
御
客
様
﹂
が
稲
葉
家
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
稲
葉

家
は
下
総
国
豊
田
郡
加
養
村
︵
現
下
妻
市
︶
の
名
主
を
務
め
、
醤
油
醸
造
や
穀
物

売
買
な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
ま
た
鬼
怒
川
東
岸
、
小
貝
川
西
岸
の
台
地
へ
引
水
す

る
江
連
用
水
の
再
興
運
動
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
家
で
あ
る
。
稲
葉
家
は
下

総
屋
を
通
じ
て
印
を
注
文
し
、
下
総
屋
は
同
じ
馬
喰
町
の
印
判
師
森
田
與
七
に
製

作
を
依
頼
、
森
田
與
七
は
出
来
上
が
っ
た
印
の
代
価
を
受
領
し
て
、
こ
の
受
取
書

を
出
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
稲
葉
家
文
書
に
あ
る
多
く
の
取
引
関
係
史
料
か
ら

は
、
稲
葉
家
が
公
事
宿
の
下
総
屋
以
外
に
も
、
多
く
の
江
戸
の
人
々
と
関
わ
り
を

も
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

さ
て
、
茨
城
県
立
歴
史
館
所
蔵
の
稲
葉
家
文
書

5
に
も
森
田
與
七
が
差
し
出
し

た
、
年
未
詳
二
月
一
一
日
付
の
﹁
お
ぼ
へ
︵
覚
︶﹂
が
あ
る

6
。
こ
ち
ら
は
水
牛
印

一
つ
の
代
銀
、
一
〇
匁
の
受
取
書
で
、
宛
先
は
﹁
し
も
う
さ
や
︵
下
総
屋
︶
御
客

様
﹂
で
あ
る
。
文
書
に
押
さ
れ
て
い
る
森
田
與
七
の
印
は
、
茨
城
大
学
図
書
館
所

蔵
文
書
と
は
若
干
異
な
る
こ
と
か
ら
、
二
点
の
文
書
の
時
期
は
異
な
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
稲
葉
家
は
下
総
屋
を
通
じ
て
、
数
度
に
わ
た
っ
て
森
田
與
七
が
製

作
し
た
印
を
購
入
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

印
判
師
森
田
與
七
の
史
料
は
、
茨
城
県
外
で
も
確
認
で
き
る
。
下
野
国
安
蘇
郡

下
渋
垂
村
︵
現
栃
木
県
足
利
市
︶
の
名
主
家
文
書
に
は
、
森
田
與
七
が
製
作
し
た

印
の
包
紙
が
あ
る

7
。
こ
の
包
紙
の
内
側
に
は
﹁
重
榮
﹂﹁
呈
﹂
と
記
さ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
文
字
の
押
印
が
あ
る
。﹁
重
榮
﹂
と
﹁
呈
﹂
は
別
の
印
で
は
な
く
、
一
本

の
印
の
表
と
裏
で
あ
ろ
う
。
包
紙
に
は
﹁
重
榮
﹂
の
ほ
か
に
、
別
の
二
字
の
印
も

押
さ
れ
て
い
る
が
、
何
か
参
考
の
た
め
の
も
の
か
、
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
さ
ら

に
﹁
土
性
大
吉
也
﹂
と
も
記
さ
れ
る
。
印
に
は
一
八
世
紀
以
降
、
二
字
の
実
名
が

彫
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
実
名
は
、
知
識
の
あ
る
者
が
五
行
に
基
づ

い
て
判
断
す
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
印
判
師
が
判
断
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
五
行

と
は
、
万
物
は
木
・
火
・
土
・
金
・
水
の
五
つ
の
要
素
か
ら
な
る
と
い
う
中
国
古

代
か
ら
の
思
想
、
五
行
説
に
基
づ
い
た
も
の
で
、
こ
こ
で
は
実
名
の
﹁
重
榮
﹂
の

文
字
が
、
五
行
の
﹁
土
性
﹂
の
印
と
し
て
判
断
さ
れ
、
製
作
さ
れ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

な
お
印
判
師
は
個
々
人
が
使
用
す
る
印
の
み
を
製
作
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
下
総
国
葛
飾
郡
幸
谷
村︵
現
千
葉
県
松
戸
市
︶で
は
、嘉
永
元
年︵
一
八
四
八
︶

に
村
内
の
福
昌
寺
に
隣
接
す
る
観
音
堂
の
御
開
帳
を
行
う
に
あ
た
り
、
多
く
の

人
々
を
参
詣
に
誘
致
す
る
た
め
観
音
の
由
来
や
霊
験
を
記
し
た
略
縁
起
を
印
刷
、

配
布
す
る
な
ど
積
極
的
な
宣
伝
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
時
、
村
が
版
木
製

茨
城
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
、
芸
術
）
六
十
九
号
　（
二
〇
二
〇
）

二

� 2



作
を
依
頼
し
た
先
が
森
田
與
七
で
あ
っ
た
。
森
田
與
七
に
は
、
版
木
の
彫
り
代
銀

一
一
匁
、
紙
代
銭
四
五
六
文
、
摺
り
代
銀
一
匁
が
村
か
ら
支
払
わ
れ
た

8
。

こ
の
よ
う
に
印
判
師
が
版
木
を
製
作
す
る
こ
と
は
多
く
あ
っ
た
。
例
え
ば
文
政

七
年
︵
一
八
二
四
︶
刊
﹃
江
戸
買
物
独
案
内
﹄9
に
掲
載
さ
れ
た
印
判
師
の
中
に
は
、

﹁
御
板
木
師
﹂﹁
御
印
判
板
木
細
工
所
﹂
の
肩
書
き
も
持
つ
者
が
お
り
、
ま
た
別
に

﹁
板
木
彫
刻
所
﹂
で
も
、
印
を
扱
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

印
判
師
は
、
近
世
社
会
に
お
い
て
所
持
が
必
須
と
な
っ
た
印
や
、
版
木
の
製
作

等
を
通
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
村
々
と
つ
な
が
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

二　

印
判
師
金
子
井
兵
衛

常
陸
国
多
賀
郡
平
潟
村
︵
現
北
茨
城
市
︶
の
商
家
油
屋
︵
平
潟
後
藤
家
︶
で
は
、

日
本
橋
四
日
市
広
小
路
の
印
判
師
金
子
井
兵
衛
か
ら
印
を
購
入
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
油
屋
は
屋
号
で
、廻
船
問
屋
を
営
み
、塩
問
屋
を
生
業
と
す
る
商
家
で
あ
っ

た
。次

の
史
料
2
・
3
は
、
一
枚
の
包
紙
の
中
に
あ
っ
た
二
点
の
文
書
で
、
印
判
師

金
子
井
兵
衛
が
製
作
し
た
印
の
授
受
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

︹
史
料
2
︺

①
本
文
御
両
人
様
仕
切
判
之
代
、
印
判
師
ゟ
之
受
取
書
弐
通
相
添
申
上
候

間
、
何
分
宜
敷
奉
願
上
候
、
以
上

一
筆
啓
上
仕
候
、
時
分
秋
暑
強
曇
候
得
共
、
先
以
其
御
地
御
家
内
様
御
揃
益

御
壮
健
被
遊
御
座
、
珍
重
之
御
儀
奉
賀
候
、
然
者
毎
々
御
荷
物
御
積
送
り
被

成
下
、
千
万
難
有
奉
存
候
、
扨
先
頃
権
現
丸
積
荷
屋
平
次
郎
様
并
ニ
叶
屋
林

写真 1　「覚」（茨城大学図書館所蔵 稲葉家文書Ｉ-563）

写真 2　森田與七の印

江
戸
の
印
判
師
と
印
の
流
通
　
　
　
千
葉

三

3



助
様
、
右
御
両
人
様
御
荷
物
等
ゟ
仕
切
勘
定
致
、
右
仕
切
残
金
差
贈
り
申
上

茂
存
候
得
者
、
飛
脚
屋
方
ニ
而
当
分
金
子
之
儀
受
取
不
申
、
無
拠
次
第
、
右

故
追
々
延
引
ニ
相
成
、此
段
御
両
人
様
江
よ
ろ
し
く
御
伝
言
之
程
奉
願
上
候
、

扨
又
右
船
便
り
御
書
面
江
山
本
村
小
川
屋
勝
之
助
様
并
ニ
上
松
川
村
叶
屋
林

助
様
、
右
御
両
人
ゟ
御
頼
ニ
付
委
細
被
仰
越
候
、
②
御
両
人
様
仕
切
判
之
儀
、

則
出
来
致
候
間
、
右
印
判
師
金
子
井
兵
衛
封
印
之
侭
差
贈
り
申
上
候
間
、
御

地
着
夫
々
御
両
人
様
方
江
御
届
个
被
下
度
奉
願
上
候
、
且
又
当
地
も
引
続
殊

之
外
荷
物
払
底
ニ
御
座
候
間
、
何
卒
御
荷
物
相
替
被
寿
深
山
御
積
贈
被
成
下

度
奉
願
上
候
、
仕
切
直
段
之
義
者
幾
重
ニ
も
相
働
、
一
際
目
立
候
様
出
情
可

仕
候
間
、
乍
憚
各
様
方
江
右
之
趣
宜
敷
御
伝
言
之
程
偏
ニ
奉
願
上
、
先
者
右

申
上
度
、
如
此
御
座
候
、
恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

七
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

万
屋
重
吉

　
　
　
　

油
屋
善
三
郎
様

　
　
　
　
　
　
　

参
人
々
御
中

尚
々
時
分
柄
相
当
時
候
御
厭
被
遊
候
様　

乍
憚
奉
存
候
、
且
御
家
内
様

方
江
宜
敷
御
伝
言
之
程
奉
願
上
候
、
以
上

10

︵
＊
傍
線
部
は
筆
者
︶

史
料
2
は
、
江
戸
深
川
上
木
場
の
廻
船
問
屋
、
万
屋
重
吉
か
ら
油
屋
へ
出
し
た

書
状
で
、
冒
頭
の
文
は
追
伸
で
あ
る
。﹁
本
文
御
両
人
様
仕
切
判
之
代
、
印
判
師

ゟ
之
受
取
書
弐
通
相
添
申
上
候
間
﹂
と
あ
り
、
書
状
の
本
文
に
あ
る
両
人
の
仕
切

判
の
代
金
に
つ
い
て
は
、
印
判
師
か
ら
の
受
取
書
二
通
を
添
え
る
、
と
書
か
れ
て

い
る
︵
傍
線
部
①
︶。
仕
切
判
と
は
帳
簿
な
ど
の
締
め
に
際
し
て
使
用
す
る
印
で

あ
ろ
う
か
。
史
料
2
に
は
、積
荷
仕
切
金
の
勘
定
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
ほ
か
、

﹁
御
両
人
様
仕
切
判
之
儀
、
則
出
来
致
候
間
、
右
印
判
師
金
子
井
兵
衛
封
印
之
侭

差
贈
り
申
上
候
間
、
御
地
着
夫
々
御
両
人
様
方
江
御
届
个
被
下
置
奉
願
上
候
﹂
と

あ
り
、
山
本
村
の
小
川
屋
勝
之
助
お
よ
び
上
松
川
村
の
叶
屋
林
助
か
ら
依
頼
さ
れ

た
仕
切
判
が
出
来
た
の
で
、
印
判
師
金
子
井
兵
衛
が
封
印
し
た
ま
ま
送
る
旨
、
ま

た
本
書
状
が
着
き
次
第
、
両
人
へ
届
け
て
欲
し
い
旨
が
書
か
れ
て
い
る
︵
傍
線
部

②
︶。
山
本
村
及
び
上
松
川
村
共
に
東
白
川
郡
︵
現
福
島
県
︶
の
村
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
村
の
人
び
と
へ
の
荷
送
り
を
、
油
屋
が
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
江
戸

か
ら
遠
方
で
あ
る
と
い
う
理
由
も
あ
る
だ
ろ
う
か
。
江
戸
へ
直
接
行
く
こ
と
の
な

い
、
ま
た
は
直
接
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
者
た
ち
は
、
江
戸
と
つ
な
が
り
の
あ
る

者
へ
依
頼
し
て
印
を
入
手
し
て
い
た
。

︹
史
料
3
︺

　
　
　
　

覚

　

一　

四
匁
五
分　
　
　
　
　

仕
切
判
壱
本

　
　

　

右
之
通
慥
ニ
受
取
申
上
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

﹁
印
﹂

　
　

子
七
月
廿
一
日

　
　
　
　

叶
屋
様

11

史
料
3
は
仕
切
判
一
本
を
購
入
し
た
上
松
川
村
の
叶
屋
宛
の
受
取
書
で
︵
写
真

3
︶、﹁
印
﹂
部
分
に
は
﹁
御
印
判
師
﹂﹁
日
本
橋
四
日
市
広
小
路　

金
子
井
兵
衛
﹂

と
彫
ら
れ
た
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
名
前
の
上
に
は
﹁
俳
諧　

點
式　

金
銀　

石

印　

彫
刻
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
印
判
師
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
印
を
彫
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
印
以
外
の
品
も
扱
っ
て
い
た
。

茨
城
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
、
芸
術
）
六
十
九
号
　（
二
〇
二
〇
）

四
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印
判
師
金
子
井
兵
衛
の
名
は
、
明
治
二
三
年
︵
一
八
九
〇
︶
刊
﹃
東
京
買
物
独
案 

内
﹄12

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、こ
こ
に
は
﹁
和
洋
木
版
物
御
好
次
第
﹂
す
な
わ
ち
、

和
・
洋
の
木
版
物
を
希
望
通
り
に
作
る
と
あ
る
。﹃
東
京
買
物
独
案
内
﹄
に
掲
載

さ
れ
た
印
判
師
は
、
金
子
井
兵
衛
を
含
め
て
一
四
名
、
こ
の
う
ち
印
肉
を
扱
う
者

も
い
た
。
印
肉
を
練
る
、
あ
る
い
は
練
り
直
す
も
の
で
あ
り
、
印
肉
は
赤
だ
け
で

は
な
く
、
青
色
や
紫
色
な
ど
も
あ
っ
た
。

前
述
し
た
文
政
七
年
︵
一
八
二
四
︶
の
﹃
江
戸
買
物
独
案
内
﹄
に
掲
載
さ
れ
た

印
判
師
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
印
や
印
肉
の
ほ
か
、
銀
札
、
眼
鏡
、
鉄
砲
口
薬
入
細
工
、

磁
石
針
、
摺
物
な
ど
も
扱
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
印
判
師
は
細
か
い
作
業
を
行

う
技
術
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
、
こ
う
い
っ
た
品
も
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
う
ち
﹁
銀
札
﹂
は
、
諸
藩
が
独
自
に
発
行
し
た
紙
幣
﹁
藩
札
﹂
と
し

て
も
知
ら
れ
る
が
、
特
に
近
世
後
期
に
は
印
判
師
が
製
作
し
た
藩
札
が
多
く
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る

13
。

な
お
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
触
れ
た
海
老
原
喜
兵
衛
も
、
金
子
井
兵
衛
と
同
じ
日
本

橋
四
日
市
広
小
路
の
印
判
師
で
あ
る
。
海
老
原
喜
兵
衛
の
居
宅
と
し
て
﹁
坂
本
町

植
木
店
﹂
と
記
さ
れ
た
史
料
も
あ
り

14
、﹃
東
京
買
物
独
案
内
﹄
で
の
金
子
井
兵
衛

の
住
所
が
﹁
日
本
橋
区
坂
本
町
里
俗
植
木
店
﹂
と
あ
る
こ
と
と
一
致
す
る
。
両
者

が
使
用
し
て
い
た
印
の
上
部
﹁
俳
諧　

點
式　

金
銀　

石
印　

彫
刻
﹂
の
記
載
も

酷
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
金
子
井
兵
衛
と
海
老
原
喜
兵
衛
の
間
に
何
ら
か
の
関

係
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る

15
。

三　

明
治
期
の
「
印
判
職
」

以
上
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
関
東
諸
村
の
人
々
は
江
戸
の
印
判
師
が
製
作
し

た
印
を
購
入
、
使
用
し
て
い
た
。
印
判
師
は
江
戸
に
い
た
の
で
あ
り
、
関
東
に
お

い
て
は
、
江
戸
が
印
の
生
産
の
中
心
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が

明
治
以
降
に
な
る
と
こ
の
状
況
に
変
化
が
み
ら
れ
る
。
江
戸
だ
け
で
は
な
く
、
全

国
各
地
で﹁
印
判
職
﹂が
営
業
を
開
始
し
、印
を
製
作
す
る
職
人
が
増
え
て
い
っ
た
。

こ
の
背
景
の
一
つ
に
、明
治
六
年
︵
一
八
七
三
︶
七
月
の
太
政
官
布
告
が
あ
り
、

証
書
に
は
爪
印
︵
親
指
の
爪
に
墨
を
付
け
て
文
書
に
記
す
印
︶
や
花
押
︵
自
署
を

簡
略
な
形
に
し
た
も
の
。
書
判
︶
で
は
な
く
、
実
印
を
用
い
る
こ
と
、
ま
た
実
印

が
な
い
と
裁
判
の
証
拠
に
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
た
こ
と
も
大
き
く
影
響
し
た
よ
う

で
あ
る

16
。
こ
の
布
告
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
基
本
的
に
は
家
の
当
主
が
使
用
し

て
い
た
印
が
、
当
主
に
限
ら
ず
印
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
印
の
需
要
が
増
し

て
、
印
判
職
も
増
加
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
初
期
の
段
階
で
は
、
無
許
可
で
印
判
職
の
営
業
を
し
て
い
る
者
が
い
た

と
み
ら
れ
る
。
次
の
史
料
4
は
営
業
の
調
査
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

写真 3　「覚」（個人蔵（茨城県立歴史館寄託）
　　　  油屋（平潟後藤家）文書 1239-2）

江
戸
の
印
判
師
と
印
の
流
通
　
　
　
千
葉

五

5



︹
史
料
4
︺

　
　

︵
表
紙
︶

　

﹁

　
　
　
　

印
判
彫
刻
家
業
之
者
無
御
届
个
控

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

筑
波
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
菅
間
村　

﹂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
大
区
三
小
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

筑
波
郡
上
菅
間
村

今
般
御
達
ニ
付
印
判
刻
版
木
師
営
業
之
者
取
調
候
処
、
当
村
内
右
営
業
之
者

一
切
無
御
座
候
、
此
如
御
届
奉
申
上
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
村

　
　
　

明
治
八
年
五
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
木
新
平
︵
印
︶

　
　

元
新
治
県
権
令
中
山
信
安
殿

17

明
治
八
年
︵
一
八
七
五
︶
五
月
、
新
治
県
の
役
所
か
ら
の
達
に
対
し
て
回
答
し

た
も
の
で
あ
る
。
上
菅
間
村
に
は
印
判
師
や
版
木
師
と
し
て
営
業
を
行
っ
て
い
る

者
は
一
切
い
な
い
、と
戸
長
が
答
え
て
い
る
。
村
々
で
も
印
判
を
扱
う
者
が
現
れ
、

営
業
に
は
役
所
へ
届
出
、
許
可
を
得
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
次
の

史
料
5
は
印
判
職
の
営
業
願
で
あ
る
。

︹
史
料
5
︺

　
　
　
　
　

印
判
職
営
業
御
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
壁
郡
猫
島
村　

第
十
八
番
地

　

西
村
久
三
郎　
　
　

右
者
私
義
前
書
之
営
業
仕
度
、
尤
御
規
則
之
通
堅
ク
相
守
り
可
申
候
間
、
何

卒
御
聞
済
被
成
下
度
、
此
如
奉
願
候
、
以
上

　
　

明
治
十
五
年
八
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　

右
願
人

　

西
村
久
三
郎

　
　
　

下
妻
警
察
署
長　

警
部
水
野
勝
殿

　
　

前
書
相
違
無
之
ニ
付
奥
印
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
戸
長　

飯
泉
利
藤
治
︵
印
︶

　

︵
朱
書
︶

　

﹁
書
面
願
之
趣
聞
届
候
事

　
　
　

明
治
十
五
年
八
月
十
四
日　
　

下
妻
警
察
署
長
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巡
査　

佐
藤
左
︵
印
︶﹂

18

明
治
一
五
年
︵
一
八
八
二
︶
八
月
、
真
壁
郡
猫
島
村
︵
現
筑
西
市
︶
の
西
村
久

三
郎
が
印
判
職
の
営
業
を
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
下
妻
警
察
署
に
願
書
を
出
し

た
。
願
い
は
即
日
、
認
め
ら
れ
て
い
る
。
明
治
に
な
る
と
、
各
地
で
印
判
職
に
就

こ
う
と
す
る
者
が
い
た
こ
と
、
そ
し
て
警
察
署
へ
届
け
出
た
上
で
営
業
が
認
め
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

明
治
以
降
は
、
旧
城
下
の
水
戸
に
も
印
判
職
が
い
た
よ
う
で
あ
る
。
上
市
泉
町

二
丁
目
︵
現
水
戸
市
︶
の
印
判
司
天
野
篤
次
郎
に
よ
る
、
名
刺
と
も
い
え
る
史
料

に
は
、﹁
東
京
牛
込
出
店　

茨
城
上
市
泉
町
二
丁
目
﹂﹁
逗
留
中
応
好
彫
刻
﹂
と
印

字
さ
れ
て
い
る

19
。
さ
ら
に
﹁
五
日
之
間
﹂﹁
大
津
西
町
す
し
や
常
吉
方
﹂
と
の
墨

書
き
が
記
さ
れ
て
い
る
。泉
町
の
天
野
篤
次
郎
が
大
津
西
町
の
鮨
屋
に
滞
在
し
て
、

五
日
間
、
依
頼
に
応
じ
て
印
を
製
作
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
前
述
の
油
屋
に

茨
城
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
、
芸
術
）
六
十
九
号
　（
二
〇
二
〇
）

六

� 6



残
る
史
料
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
油
屋
方
へ
滞
在
を
知
ら
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
東
京
に
も
出
店
し
て
い
る
印
判
師
が
、
各
地
域
に
自
ら
出
向
い
て
印

を
製
作
し
て
い
た
様
子
が
伺
え
る
。

お
わ
り
に

本
学
図
書
館
を
含
め
、
県
内
に
残
る
文
書
に
は
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の

印
判
師
、
印
判
職
に
関
す
る
史
料
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
本
稿

で
は
下
総
国
・
常
陸
国
の
人
々
が
使
用
す
る
印
を
製
作
し
た
印
判
師
に
つ
い
て
紹

介
し
、
印
判
師
の
活
動
の
一
端
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
印
判
師
に
つ
い
て
は
ま
と

ま
っ
た
史
料
が
少
な
く
、
ま
た
、
年
代
が
不
詳
の
も
の
も
多
い
た
め
、
個
別
の
事

例
を
検
討
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
、
数
は
少
な
い
な
が

ら
、
同
じ
印
判
師
の
史
料
が
遠
く
離
れ
た
地
に
残
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
印
判

師
あ
る
い
は
製
作
し
た
印
を
、
広
域
の
人
々
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ

と
も
可
能
と
考
え
る
。

な
お
、
本
稿
は
現
在
の
茨
城
県
域
の
村
を
事
例
と
し
た
た
め
、
関
東
を
販
売
圏

と
す
る
江
戸
の
印
判
師
に
つ
い
て
述
べ
る
の
み
と
な
っ
た
。
江
戸
と
共
に
近
世
で

は
い
わ
ゆ
る
﹁
三
都
﹂
に
位
置
付
け
ら
れ
る
京
都
・
大
坂
の
印
判
師
に
つ
い
て
は
、

彼
ら
の
周
辺
地
域
が
販
売
圏
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
を
含
め
た
印

の
流
通
全
体
の
検
討
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
、別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
い
。

︵
茨
城
大
学
教
育
学
部
社
会
科
教
育
教
室　

令
和
元
年
八
月
三
〇
日
受
理
︶

1 

千
葉
真
由
美
﹁
近
世
百
姓
の
印
と
印
判
師
︱
関
東
諸
村
落
と
江
戸
の
印
判
師
を
事
例
と
し

て
︱
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
第
八
二
二
号
、
二
〇
一
六
年
︶。

2 

茨
城
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
稲
葉
家
文
書
目
録
﹄︵
一
︶
～
︵
五
︶︵
茨
城
大
学
附
属
図
書

館
、一
九
八
四
～
一
九
八
八
年
︶。
約
九
，〇
〇
〇
点
が
本
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

3 ︵
年
未
詳
︶
申
七
月
十
四
日
﹁
覚
︵
申
七
・
十
四
、
江
戸
馬
喰
町
御
印
判
師
森
田
与
七
、
印

判
五
個
代
金
請
取
、
下
総
屋
内
御
客
様
宛
︶﹂︵
茨
城
大
学
図
書
館
所
蔵
稲
葉
家
文
書
Ｉ
︱

五
六
三
︶。

4 

河
内
八
郎
﹁
史
料
解
説
﹂︵﹃
茨
城
大
学
附
属
図
書
館
蔵
稲
葉
家
文
書
目
録
﹄︵
五
︶︵
茨
城

大
学
附
属
図
書
館
、
一
九
八
八
年
︶。

5 ︵
年
未
詳
︶
二
月
一
一
日
﹁
お
ぼ
へ
︹
印
判
代
金
受
取
︺﹂︵
茨
城
県
立
歴
史
館
所
蔵
稲
葉

家
文
書
2
︱
一
八
五
︶。

6 

茨
城
県
立
歴
史
館
所
蔵
の
稲
葉
家
文
書
は
約
一
二
，
〇
〇
〇
点
で
あ
る
。
詳
細
は
、
茨
城

県
立
歴
史
館
Ｈ
Ｐ
﹁
史
料
利
用
の
手
引
き
﹂
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

7 

年
未
詳
﹁︹
印
影
︺︵
一
三
個
の
丸
黒
印
、
東
栄
呈
︶﹂︵
栃
木
県
立
文
書
館
寄
託
小
川
大
平

家
文
書
ロ
八
一
六
二
︶。

8 

渡
辺
尚
志
﹃
殿
様
が
三
人
い
た
村
︱
葛
飾
郡
幸
谷
村
と
関
家
の
江
戸
時
代
︱
﹄︵
崙
書
房

出
版
、
二
〇
一
七
年
︶。

9 

文
政
七
年
刊
﹃
江
戸
買
物
独
案
内
﹄︵
早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
︶。
大
坂

で
出
版
さ
れ
、
江
戸
の
商
店
約
二
，
六
〇
〇
店
を
紹
介
、
買
い
物
の
便
利
と
す
る
こ
と
を

う
た
っ
て
好
評
を
博
し
た
と
い
わ
れ
る
。

10 ︵
年
未
詳
︶
七
月
二
八
日
﹁︵
権
現
丸
積
藤
屋
平
次
郎
様
并
叶
屋
林
助
様
へ
仕
切
残
金
の
儀

御
伝
言
願
の
件
・
仕
切
判
御
届
願
の
件
等
に
付
書
状
︶﹂︵
個
人
蔵
︵
茨
城
県
立
歴
史
館
寄

託
︶
油
屋
︵
平
潟
後
藤
家
︶
文
書
一
二
三
九
︱
一
︶。

11 ︵
年
未
詳
︶
子
七
月
二
一
日
﹁
覚
︹
仕
切
判
壱
本
代
金
四
両
五
分
受
取
︺﹂︵
同
右
油
屋
︵
平

潟
後
藤
家
︶
文
書
一
二
三
九
︱
二
︶。

 

江
戸
の
印
判
師
と
印
の
流
通
　
　
　
千
葉

七
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12 

明
治
二
三
年
刊
﹃
東
京
買
物
独
案
内
﹄︵
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
︶。

13 
近
世
初
期
か
ら
の
由
緒
を
持
つ
印
判
師
の
一
人
で
、
現
在
は
石
川
県
金
沢
市
で
経
営
を
さ

れ
て
い
る
細
字
左
平
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る
。
細
字
氏
に
よ
れ
ば
、
印
判
師
に
は
、

良
質
の
印
肉
を
練
る
た
め
の
技
術
も
必
要
と
の
こ
と
で
あ
る
。

14 

年
未
詳
﹁︵
印
鑑
包
紙
︶﹂︵
藤
沢
市
文
書
館
所
蔵
文
書
︶。

15 

な
お
金
子
井
兵
衛
に
つ
い
て
は
、
東
京
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
田
中
芳
男
文
庫
の
﹃
捃
拾

帖
﹄
の
う
ち
に
も
、
代
金
の
受
取
書
が
確
認
で
き
る
。

16 

明
治
六
年
七
月
五
日
﹁
人
民
相
互
ノ
証
書
ニ
ハ
必
ス
実
印
ヲ
用
井
シ
ム
﹂︵
太
政
官
布
告

第
二
三
九
号
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
︶。

17 

明
治
八
年
五
月
二
三
日
﹁
印
判
彫
刻
家
業
之
者
無
御
届
个
控
﹂︵
個
人
蔵
︵
茨
城
県
立
歴

史
館
寄
託
︶
青
木
喜
大
夫
家
文
書
五
〇
五
︶。

18 

明
治
一
五
年
八
月
一
四
日
﹁
印
判
職
営
業
願
﹂︵
個
人
蔵
︵
茨
城
県
立
歴
史
館
寄
託
︶
飯

泉
家
文
書
一
四
七
一
︶。

19 ︵
年
未
詳
︶﹁︵
五
日
之
間
逗
留
中
応
好
彫
刻
︶﹂︵
個
人
蔵︵
茨
城
県
立
歴
史
館
寄
託
︶油
屋︵
平

潟
後
藤
家
︶
文
書
三
五
九
四
︶。

茨
城
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
、
芸
術
）
六
十
九
号
　（
二
〇
二
〇
）

八
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